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１　　給与決定の仕組み

人事委員会勧告とは

地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという特殊性を有

するため、労働基本権が制約されています。

人事委員会の給与勧告制度は、そのような制約に対する代償措置として設けられてい

るものです。

給与勧告は、職員の適正な処遇を確保するため、職員の給与水準を民間の給与水準

に合わせることを基本とし、国や他の都道府県の状況等を考慮して行っています。

勧告対象職員

新潟県には、平成21年4月1日現在、35,101人の職員がいます。

そのうち、人事委員会勧告の対象となるのは、公営企業（企業局、病院局）職員及

企業職員及び技能労務職員の給与決定

企業職員及び技能労務職員は、職務内容が民間の同種の事業に

類似していることから、その勤務条件の決定方式について、他の地方

公務員とは異なる取扱いがされています。

具体的には、労働基本権のうち争議権は他の地方公務員と同様に

認められていませんが、団体協約締結権を含む団体交渉権が認めら

れています。

このため、人事委員会の給与勧告の対象とはならず、民間企業と同

様に労使交渉に基づいて給与決定を行います。

び技能労務職員を除いた30,688人となっています。

総計35,101人

（H21.4.1）

勧告対象職員

30,688人

行政職員、警察官、教職員、

医師、薬剤師、看護師、

研究員、福祉職員 等

技能労務職員 639人

公営企業職員 3,774人
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２　　給与勧告の手順

（前年８月から

当年７月まで）

事業所別調査 従業員別調査

県職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基

本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を把握し、民間の年間支

給割合に県職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っていま

す。

民間給与の調査
（企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上）

【対象となる1,086事業所から253事業所を無作為抽出】

県職員給与の調査

〈個人別給与〉

個人別調査

給与改定や雇用調

整等の状況
ボーナス

個人別の４月分給与 全職員の個人別の４月分給与

民間の特別給の年間

支給割合との比較

うち公民比較対象は、事務・

技術等従業員

うち公民比較対象は、行政職

の職員

情勢適応の原則（民間準拠）
均衡の原則（国・他県等との均衡）

給料・手当の改定の内容を検討

各任命権者、

職員団体の要望

勧告の取扱い決定

条例案提出

給与条例の改正

知事議会

県職員と民間の４月分給与を比較
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

人 事 委 員 会 給 与 勧 告

人事院勧告（国）

各都道府県の動向県内民間企業の皆様には、

毎年５月から６月中旬にか

けて調査にご協力いただい

ております。

ありがとうございます。
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（役職段階） （学歴） （年齢階層） （民間給与総額（Ａ）） （県職員給与総額（Ｂ））

大卒 22・23歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

24・25歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

 
…  
…

 
…

短大卒 20・21歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

22・23歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

 
…  
…

 
…

高卒 18・19歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

行政職 20・21歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

 
…  
…

 
…

　３　　公民給与の比較方法（ラスパイレス比較）

１、２級（係員）

５級（課長補佐）

４級（課長補佐、係長）

３級（主任）

公民給与の比較（ラスパイレス比較）においては、個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これ

に要する支給総額（Ａ）が現に支払っている支給総額（Ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。

具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与と、これと条件を同じくする

民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。
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中卒 16・17歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

18・19歳 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数

 
…  
…

 
…

民間給与総額
÷県職員総数
＝373,568円(ａ)

県職員給与総額
÷県職員総数
＝375,107円(ｂ)

平成21年の公民較差　Δ1,539円(Δ0.41％) (算定方法)＝(ａ)－(ｂ)

９、10級（部長）

８級（副部長）

７級（部参事・課長）

６級（課長・課長補佐）

各役職段階ごとに、「1、2級
(係員)」と同様、学歴別、年
齢階層別に民間給与及び県職
員給与を算定

民間給与
(県職員の職員構成に

合わせて算出したもの）

３７３，５６８円

平成２１年４月分給与
基本給、家族手当

役付手当、住宅手当

その他の手当

職員給与
(行政職)

３７５，１０７円

平成２１年４月分給与
給料月額、扶養手当

地域手当、管理職手当

住居手当、その他の手当

公民較差 Δ1,539円

比 較

公民較差を算出するに当たっては、

民間・県職員ともに、本年度採用

された新規学卒採用者は含まれ

ていません
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（単位：円）

月　　額 年間給与

係 員 ２５歳 独身 191,600 3,085,000

主 任 ３５歳 配偶者　子２ 322,000 5,237,000

補 佐 ４５歳 配偶者　子２ 412,200 6,783,000

課 長 ５０歳 配偶者　子１ 509,400 8,171,000

部 長 ５５歳 配偶者　子１ 573,500 9,415,000572,3009,654,000

8,359,000

6,953,000

5,363,000

3,152,000

４　　モデル給与例

勧　告　前 勧　告　後

191,600

【行政職給料表適用職員のモデル給与例】

月　　額年間給与

508,700

411,500

321,500

月例給

勧告率（％）

0.25

0.11

0.05　※

△ 1.98

△ 1.06

勧告なし

△ 0.41

勧告なし

0.15

勧告なし

Δ0.45

※　特例一時金により措置

△ 0.30

対前年比増減(月)

特別給（ボーナス）

△ 0.25

-

-

△ 0.20

△ 0.05

△ 0.05

4.10

4.45

4.45

4.45

4.45

4.40

△ 0.35

-

0.05

-

５　　最近の給与勧告の実施状況（行政職関係）

平成１２年

平成１１年

4.40

4.65

4.70

4.75

4.95

年間支給月数（月）

平成１６年

平成１５年

平成１４年

平成１３年

平成２１年

平成１９年

平成１８年

平成１７年

平成２０年
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